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平 成 2 5 年 度 北 陸 支 部 事 業 計 画 

４月  
生活習慣病予防健診（巡回）開始  健歩の集い開催(富山) 

ミニコミ紙北陸版発行 
10 月 

健康強調月間 健康づくりチャレンジ 

５月 

保険料完納強調月間 

健歩の集い開催（石川・福井） 11 月 

富山県印刷人ボウリング大会（健保後援） 

石川県ボウリング大会（健保後援） 

ミニコミ紙北陸版発行  賞与支払届送付 

６月 
事務担当者打合せ会  算定基礎届賞与支払届説明会 

婦人健診(東振協)の案内 
12 月 

保険料完納強調月間     

賞与支払届受付 

７月 
算定基礎届・賞与支払届受付 

婦人健診(東振協)の受付 
１月 

健康づくりチャレンジ者表彰  

被扶養者再確認調査  ミニコミ紙北陸版発行 

８月 
印刷けんぽ全国版発行 

石川県レクリエーション大会（健保後援） 
２月 

インフルエンザ予防接種補助 

９月 

｢医療費のお知らせ｣発行  地区協議会 健保推進委員会 

健康教室 富山県印刷人野球大会（健保後援） 

石川県ソフトボール大会（健保後援） ミニコミ紙北陸版発行 

３月 

地区協議会 ｢医療費のお知らせ｣発行  

印刷けんぽ全国版発行 

年 間 事 業 

・ 健康診査(巡回）、婦人健診、人間ドック、特定健診         ・  保健師による事業所訪問健康相談指導、文書指導 

・ Ｗｅｂ相談＜こころのオンライン＞                    ・  印刷健保２１世紀ヘルスプランの推進 

・  電話健康相談＜こころの相談ネットワーク＞            ・  ジェネリック医薬品の使用促進  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・  健 診 は 健 康 づ く り の 第 一 歩！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

生活習慣病予防健診 ・・・・受診者負担額（35歳未満 2,100 円・35歳以上 5,250円） 

・北陸予防医学協会 石川県予防医学協会 福井県予防医学協会の健診車が事業所へ巡回（集合健診有）  

婦人生活習慣病予防健診・・・受診者負担額 5,250円 

・北陸予防医学協会 石川県予防医学協会 福井県予防医学協会の施設で受診 

・東京都総合保健施設振興協会へ委託による健診は 10月から開始 

人 間 ド ッ ク ・・・・組合補助額  18,000円 

＜契約機関＞  北陸予防医学協会 富山県健康増進センター 済生会富山病院 石川県予防医学協会 金沢社会保険病院 

済生会金沢病院  福井県予防医学協会 

※ 契約機関へ受診日を予約のうえ、利用申込書を提出してください。 

「人間ドック利用承認書」をお送りしますので、受診時に契約機関へ提出してください。 

特 定 健 診・・・・･受診者負担額  2,625 円 

・特定健診受診申込書を当組合に提出ください。受診券を発行いたします。 

 

※各種健診の結果、精密検査が必要とされた方はご希望の医療機関で被保険者証を提示のうえ受診してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届 出 書 はお早 めに 

資格取得届・資格喪失届等の適用関係の各種届出書は、事実が発生してから５日以内に届出いただきますようお願いいたします。 

給与や手当などに著しい変動があった場合は、速やかに「月額変更届」をご提出ください。 

 

就職や結婚などで被扶養者に異動があったときや、年金やアルバイト、パート収入が被扶養者認定基準額を 

超えた場合は削除の届出が必要です。 

該当された方は「被扶養者異動届」に保険証を添え、事業所を通してご提出ください。 

 

国から義務付けられている後期高齢者支援金や介護納付金は、被扶養者の人数も算出の基礎となっています。被扶養者が削除漏

れとなった場合、１人当たり５万円近い支援金を、保険料から余分に支出することになりますので、貴重な保険料を大切に使う

ためにもご協力をお願いいたします。 

 

※ 毎年５月に行っておりました「被扶養者再確認調査」については、来年１月に行う予定にしております。 

 


